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令和３年４月８日 日程 

 

日 次 月  日 摘         要 

第１日 ４月８日（木） 

案 件 

 専決処分の報告 

〔報告、質疑〕 

 陳 情 

  陳 情第13号 

〔協議〕 
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１ 出席委員氏名 

 

委 員 長 江副 康成  委 員 樋󠄀口伸一郎 

副 委 員 長 成冨 牧男  〃 池田 利幸 

委 員 藤田 昌隆  〃 牧瀬 昭子 

〃 竹下 繁己    

 

２ 欠席委員氏名 

 

  な   し 

 

３ 説明のため出席した者の職氏名 

 

  市 民 環 境 部 長  吉田 忠典 

  市民協働推進課長兼市民相談室長兼消費生活センター長  牛嶋 英彦 

  市 民 協 働 推 進 課 長 補 佐 兼 地 域 づ く り 係 長  原  祥雄 

  税 務 課 長  佐々木利博 

  税 務 課 長 補 佐 兼 管 理 収 納 係 長  下川 有美 

  税 務 課 長 補 佐 兼 市 民 税 係 長  久保山智博 

  税 務 課 固 定 資 産 税 係 長  有馬 健次 

 

４ 出席した議会事務局職員の職氏名 

 

  議事調査係主任  古賀 隆介 

 

５ 日 程 

 

  専決処分の報告について 

〔報告、質疑〕 

  陳 情 

   陳情第13号久光スプリングス練習拠点施設の建設に関する要望書 
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〔協議〕 

 

６ 傍聴者 

 

  な   し 

 

７ その他 

 

  な   し 
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  午前10時16分開会 

                                          

江副康成委員長 

ただいまから、厚生常任委員会を開会いたします。 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

  専決処分の報告について 

                                          

江副康成委員長 

初めに専決処分についての報告を受けたいと思います。 

執行部から説明をお願いいたします。 

佐々木利博税務課長 

ただいま議題となりました鳥栖市税条例改正の専決処分の報告について御報告をいたしま

す。 

鳥栖市税条例等の一部を改正する条例の専決処分事項について、税務課より御報告させて

いただきます。厚生常任委員会資料の２ページのほうをお願いいたします。 

本件につきましては、令和３年度税制改正案の地方税法等の一部を改正する法案が、令和

３年３月26日の参議院本会議で可決したことに伴いまして、令和３年４月１日施行分につい

て鳥栖市税条例の一部を改正する条例の専決処分をいたしました。 

改正税目といたしましては、個人市民税、固定資産税及び都市計画税、それと軽自動車税

に関する改正を行っております。 

改正内容の主な内容といたしまして、まず個人市民税につきましては、１点目が給与所得

者及び公的年金受給者が提出する扶養親族申告書、退職所得申請書の電子提出に係る税務署

長の事前の承認を廃止するものでございます。 

２点目が、住宅借入金特別税額控除の特例の適用期間を令和３年12月31日までであったも

のを１年間延長し、令和４年12月31日までに入居した場合に適用するよう延長するものと、

あと、面積要件を50平米以上から40平米以上へ緩和するものでございます。 

次に３ページのほうをお願いします。 

固定資産税及び都市計画税につきましては、１点目が土地の評価額が急激に上昇した場合

であっても、税負担の上昇を緩やかなものにするように、課税標準額を徐々に上昇させる、

土地に係る負担調整措置の適用期間を３年延長します。また令和３年度に限りまして、負担
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調整等により税額が増加する土地について前年度の税額に据え置くものとなります。 

２点目が生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の適用期間が令和３年３月31日

までであったものを、２年間延長するものでございます。 

次に４ページのほうをお願いします。 

軽自動車税につきまして御説明いたします。 

１点目が環境性能割の税率区分の見直し及び税率を１％軽減する特例の期間が令和３年３

月31日までであったものを、９か月間延長し、令和３年12月31日までに取得したものとした

ものでございます。 

２点目が営業車や自家用貨物車について、取得した翌年度分の種別割に限り、環境性能に

応じて税額を軽減するグリーン化特例の適用区分を見直すものでございます。 

以上の改正のほか、地方税法をはじめとする根拠法令改正に伴い、項ずれ、文言の整理を

行っております。 

改正の主なものにつきましては、以上でございます。 

詳細につきましては、６月の定例会において、専決処分の承認について提案させていただ

きたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

江副康成委員長 

ありがとうございました。 

ただいまの報告について、現時点で確認したいことがございましたら、お受けしたいと思

いますが、ありませんか。 

樋󠄀口伸一郎委員 

おはようございます。 

４ページで１個だけ教えてもらいたいんですけど。軽自動車税ですけど、表記の仕方とい

うか――がちょっと分からないので教えていただきたいんですけど。 

左側の表は、基準プラス20％っていうところから、基準の何％達成に表記が変わっている

じゃないですか。それを分かりやすく教えていただきたいなと思って。同じぐらいになるん

でしょうけど。 

それだけです。 

佐々木利博税務課長 

改正前につきましては、2020年度の燃費区分っていうこところで、測定方法がＪＣ08モー

ドっていうふうな形で測定された通知が使われておりました。2030年度の基準というのが、

ＷＬＴＣという新しい計算方法によって変わってきますので、ちょっと一概に同じ数字にな

るっていうことも言えません。 
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それから、だんだん燃費区分というのが、毎年上がっていくような形になっていますので、

一概に同じような数値っていうのはちょっと御説明ができないです。 

樋󠄀口伸一郎委員 

その先の細かいことはまた個別に教えてもらおうと思います。 

終わります。 

江副康成委員長 

よろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

以上で報告を終わります。 

続きまして陳情協議に入りますので、執行部退席のため暫時休憩いたします。 

                                          

  午前10時23分休憩 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

  午前10時26分開会 

                                          

江副康成委員長 

再開いたします。 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

  陳 情 

                                          

   陳情第13号久光スプリングス練習拠点施設の建設に関する要望書 

                                          

江副康成委員長 

続きまして、当委員会に送付されました陳情第13号について委員会協議をいたします。 

初めに私のほうから、御手元に配付されました正副委員長案を――まず御手元に正副委員

長案があると思いますけれども、お目通しいただきましたでしょうか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それでは、本件について御意見等ございましたらお伺いしたいと思います。 
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ございませんか。 

    〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

それでは、御異議ないと認めさせていただきます。 

この陳情書を議長に申し送りたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、以上で陳情の協議を終わります。 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

江副康成委員長 

本日はこれをもって散会いたします。 

                                          

  午前10時27分散会 



 

 

 鳥栖市議会委員会条例第29条の規定によりここに押印する。 

 

              鳥栖市議会厚生常任委員長  江  副  康  成   



 

 


